
福祉保健生活環境委員会会議記録

福祉保健生活環境委員長 衛藤 博昭

１ 日 時

平成３０年４月２４日（火） 午後 １時００分から

午後 ４時０３分まで

２ 場 所

第５委員会室

３ 出席した委員の氏名

衛藤博昭、嶋幸一、志村学、木田昇、二ノ宮健治、玉田輝義、戸高賢史

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

福祉保健部長 長谷尾雅通、生活環境部長 山本章子 、病院局長 田代英哉

ほか関係者

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１） 、執行部から説明を受けた。中津市耶馬溪町斜面崩壊に関する災害について

（２）平成３０年度行政組織及び重点事業等について、執行部から説明を受けた。

大分県犯罪被害者等支援推進指針の改（３）大分県障がい者基本計画（第５期）について、

第１３回食育推進全国大会について及び県立病院精神医療センター（仮称）訂について、

の整備についてなど、執行部から報告を受けた。

（４）県内所管事務調査を５月７日、１７日、１８日、２１日、２２日、２９日及び３０日に

実施することを決定した。

（５）県外所管事務調査を８月２０日から２２日に実施することを決定した。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課議事調整班 副主幹 長尾真也

政策調査課調査広報班 主事 佐藤和哉



福祉保健生活環境委員会次第

日時：平成３０年４月２４日（火）１３：００～

場所：第５委員会室

１ 開 会

２ 福祉保健部関係 １３：００～１４：１５

（１）平成３０年度行政組織及び重点事業等について

（２）諸般の報告

①大分県障がい者基本計画（第５期）について

（３）その他

３ 生活環境部関係 １４：１５～１５：４０

（１）中津市耶馬溪町斜面崩壊に関する災害について

（２）平成３０年度行政組織及び重点事業等について

（３）諸般の報告

①県計画等の策定・変更スケジュールについて

②大分県犯罪被害者等支援推進指針の改訂について

第１３回食育推進全国大会について③

④ひきこもり等に関する調査及び青少年のネット利用実態調査の結果について

⑤大分県有識者会議について

（４）その他

４ 病院局関係 １５：４０～１６：２０

（１）平成３０年度行政組織及び重点事業等について

（２）諸般の報告

①県立病院精神医療センター（仮称）の整備について

②大規模改修工事の進捗状況等について

（３）その他

５ 協議事項 １６：２０～１６：３０

（１）県内所管事務調査について

（２）県外所管事務調査について

（３）その他

６ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから、委員会を開きます。衛藤委員長

日程に入るに先立ち、４月１１日の中津市耶

馬溪町における斜面崩壊に関する災害の発生に

より、犠牲となられました６名の方々に対し、

深く哀悼の意を表するため、黙祷をささげたい

と思います。

全員御起立を願います。黙祷。

〔黙祷〕

黙祷を終わります。衛藤委員長

御着席願います。

これより、福祉保健部関係の説明に入ります。

説明に入る前に、本日は初めての委員会でも

ありますので、まず、私から、御挨拶を申し上

げます。

〔委員長挨拶〕

では、委員の皆さんの自己紹介を衛藤委員長

お願いします。

〔委員自己紹介〕

ここで、委員外議員の発言につい衛藤委員長

て、委員の皆さんにお諮りします。

委員外議員からの発言の申出については、会

議規則により、委員会がそれを許すか否かを決

めると定められておりますが、委員から個別に

御異議が出た場合を除き、発言の許可について

は、今後、委員長に御一任いただきたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、委員外議員の衛藤委員長

発言の許可については、私に御一任いただきま

す。

次に、事務局職員を紹介します。

議事課の長尾君です。（起立挨拶）

政策調査課の佐藤君です。（起立挨拶）

続きまして、執行部の自己紹介を衛藤委員長

お願いします。

〔長谷尾福祉保健部長挨拶〕

〔幹部職員自己紹介〕

それでは、福祉保健部関係の平成衛藤委員長

３０年度の行政組織及び重点事業等について、

執行部の説明を求めます。

それでは、お手元の資料長谷尾福祉保健部長

の１ページをお開きください。

まず、福祉保健部に係る組織及び予算の総括

的事項について、私から御説明申し上げます。

初めに、組織についてです。

まず、本庁についてですが、一番上の福祉保

健企画課から、２ページの障害者社会参加推進

室まで８課３室となっております。

なお、平成３０年４月からの組織改正として、

災害時の調整機能を強化するため、災害救助業

務や要支援者の広域避難等を所掌する地域福祉

推進室・地域福祉班を、被災者支援を全体調整

する福祉保健企画課に移管し、あわせて、社会

福祉法人等への指導・監査業務を一元的に実施

するため、地域福祉推進室・保護班を監査指導

室に移管し、保護・監査指導室に改組しました。

また、障がい者雇用率日本一の実現を目指す

とともに、全国障害者芸術・文化祭の開催を契

機として、障がい者の芸術文化活動への参加を

促進するため、障害福祉課を分割・再編し、障

害者社会参加推進室を新設したところです。

次に地方機関についてですが、１ページに戻

っていただきまして、上の方ですが、福祉保健

企画課において、保健所６か所、保健部３か所

を所管しております。

こども・家庭支援課では、二豊学園、こども

・女性相談支援センター、中津児童相談所を所

管しております。

また、２ページの一番上、障害福祉課では、

こころとからだの相談支援センターを所管して

おります。

次に職員数についてですが、本庁が２２２名、

地方機関が３６７名、総数で５８９名となって

おります。

その下の（２）県立施設についてですが、大

分県社会福祉介護研修センターから聴覚障害者

センターまでの４施設について、指定管理者制

度により、県社会福祉協議会などに運営を委託
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しております。

続いて３ページをお開きください。

本年度の福祉保健部の予算について、御説明

いたします。

まず、（１）一般会計ですが、福祉保健部①

の計欄で、総額９６１億１，６７６万５千円で

ございます。

これを右から３列目の２９年度当初予算額

（Ｂ）と比較しますと、その右にありますよう

に、２１億８，３６４万２千円、率にして２．

２％の減となっております。

減額となった主な理由としましては、一つは、

国民健康保険制度改革に向けた財政安定化のた

め、平成２７年度から今年度にかけて造成して

きました大分県国民健康保険財政安定化基金の

積立金が大幅な減となったこと、二つは、国民

健康保険基盤安定化事業について、人口の自然

減に加え、雇用改善等に伴う健康保険への転出

で国民健康保険の被保険者数が減少したことに

より、医療給付費に応じて県が支出する法定負

担金が減額となることなどによるものです。

次に、４ページの（２）特別会計ですが、平

成３０年度から、市町村とともに県が国民健康

保険の安定的な財政運営や効率的な事業の実施

などについて中心的な役割を果たすこととなっ

たことから、今回、新たに設置しました国民健

康保険事業特別会計において、１，２１６億９，

２３８万３千円を計上しています。

その下、母子父子寡婦福祉資金特別会計につ

いては１億７，８８１万４千円を、大分県公債

管理特別会計については、災害援護資金貸付金

を国に償還するため、２０３万２千円の予算を

計上しています。

続いて５ページをお開きください。

当部の平成３０年度当初予算のポイントにつ

いて御説明します。

一つ目は子育て満足度日本一の実現です。

多様なニーズに対応した子育て環境の整備充

実とともに、子どもの貧困対策の推進や児童虐

待防止の強化、若者の結婚・出産等の希望の実

現を通じ、子育て満足度日本一を目指します。

二つ目の健康寿命日本一の実現では、県民参

加型の健康づくり運動の推進、誰もがいつでも、

どこに住んでいても適切なサービスを受けられ

る医療提供体制と地域包括ケアシステムの構築

を図り、健康寿命日本一を目指します。

６ページを御覧ください。

三つ目の障がい者が地域で暮らし働ける社会

づくりの推進では、障がい者が地域で安心して

自立した生活を送れるよう、障がい者に対する

理解の促進をはじめ、サービス提供体制の充実、

芸術・文化活動やスポーツ等を通じた社会参加

の推進を図るとともに、障がい者雇用率日本一

への早期復帰とさらなる工賃向上を目指します。

四つ目の地域社会の再構築では、少子高齢化

の進展に伴い、コミュニティ機能が低下する中、

地域力を結集し、人と人のつながりの再構築を

推進します。

五つ目の災害に強い社会づくりと県土の強靭

化による防災力の強化では、九州北部豪雨や台

風第１８号による被災を踏まえ、災害対応に精

通した福祉人材の育成に取り組むほか、南海ト

ラフ地震の発生に備え、要配慮者が安全に避難

できる体制づくりを推進します。

以上、五つの柱に沿って各施策を組み立てて

おります。

具体的な事業の内容等につきましては、それ

ぞれの担当課・室長から御説明申し上げます。

７ページをお開きくださ幸福祉保健企画課長

い。

福祉保健企画課関係について、御説明申し上

げます。

まずはじめに１の組織、事務分掌の組織につ

いてですが、表の左側にありますように、当課

は総務班以下四つの班で構成されており、本庁

の職員数は、部長、審議監を含め、計２８名と

なっております。

また、当課が所管する地方機関は、東部保健

所など６保健所、３保健部であり、職員数は２

３５名となっています。

次に事務分掌についてですが、表の右側にあ

りますように、２３項目あり、主なものは、

（４）及び（５）の部全体に係る組織・人事・

予算に関すること、（１０）の地域保健法の施



- 3 -

行に関すること、（２０）の災害救助法に関す

ること、（２２）の地域福祉計画に関すること

などでございます。

次に８ページを御覧ください。

２の課・室の予算についてです。

当課の平成３０年度当初予算額は、保護・監

査指導室分を含め、左から２列目の（Ａ）欄に

ありますように、５１億２，６８９万６千円と

なっています。これを前年度と比較しますと、

一番右端の前年度対比(Ａ)ｰ(Ｂ)欄にあります

とおり、９，５４９万６千円、率にして１．８

％の減となっています。

これは主に、平成２５年度から５か年計画で

進めてきました災害備蓄物資拡充事業が、２９

年度をもって終了したことなどによるものです。

続いて３の重点事業について、まず、福祉避

難所体制強化事業費４，９８９万３千円です。

この事業は、災害発生時に高齢者や障がい者

など避難行動に配慮を要する方（要配慮者）を

支援する体制を強化するものです。

具体的には、上から二つ目の二重マルにあり

ますように、福祉避難所等でサポーターとして

活動する介護専門人材の登録・養成を図るとと

もに、一番下の二重マルにありますように、避

難所等に避難してきた要配慮者の状況を的確に

トリアージし、適切な避難先を決定する災害派

遣福祉チーム（ＤＣＡＴ）の発足に向けた人材

を育成します。

９ページをお開きください。

地域のつながり応援事業費１，６４７万２千

円です。

この事業は、孤立ゼロ社会の実現に向けて、

市町村や県・市町村社会福祉協議会等と協働し、

地域のつながりの再構築を図るものです。

具体的には、一つ目の二重マルにありますよ

うに、地域共生社会の実現に資する人材の育成

や地域共生社会の構築に向けたモデル的取組を

行う市町村に対し助成するとともに、二つ目の

二重マルにありますように、複数の市町村域を

カバーする権利擁護センターモデルの立ち上げ

支援等を通じ、成年後見制度の推進を図ります。

１０ページを御覧く笹原保護・監査指導室長

ださい。

保護・監査指導室関係について、説明申し上

げます。

１の組織、事務分掌の組織ですが、当室は保

護班以下四つの班で構成され、職員数は１５名

となっております。

次に事務分掌ですが、８項目あり、主なもの

は、（１）の生活保護法の施行に関すること、

（２）の社会福祉法に基づく社会福祉法人や施

設等の指導監査に関することなどでございます。

次に１１ページをお開きください。

２の重点事業について、説明申し上げます。

社会福祉法人指導監督事業費１８２万５千円

でございます。

この事業は、社会福祉法人及び社会福祉施設

の指導監査を実施し、適正な運営の確保を図る

とともに、地域協議会を通じた地域公益活動に

おける課題の把握等を行い、サービスの質の確

保、給付の適正化を図るものでございます。

医療政策課関係について、西永医療政策課長

説明申し上げます。

１の組織、事務分掌の組織ですが、当課は医

務班以下五つの班で構成され、職員数は、看護

科学大学への業務援助職員、県立病院に研修医

として勤務する自治医科大学卒業医師及び地域

医療確保のため市町村に派遣している医師を合

わせ、５０名となっております。

次に事務分掌ですが、２７項目あり、主なも

のは、（２）の医療法の施行に関すること、

（８）の保健師助産師看護師法の施行に関する

こと、（１９）から（２１）までの救急医療に

関すること、（２３）の地域医療の確保に関す

ることなどでございます。

続いて１３ページをお開きください。

２の課・室の予算について、説明申し上げま

す。

当課の平成３０年度の当初予算は、薬務室分

を含め、５７億９，３８４万５千円となってお

ります。これを（Ｂ）欄と比較いたしますと、

前年度対比で７億２，２３３万６千円、１１．

１％の減となっております。これは、主に地域

医療介護総合確保推進事業や、災害拠点病院等
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耐震化緊急整備事業の減額によるものなどです。

次に３の重点事業について、御説明申し上げ

ます。

まず、災害医療体制整備推進事業費２，８５

６万円でございます。

この事業は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡ

Ｔ）の隊員や災害医療コーディネーターの人材

育成等を通じて、災害時医療体制の充実を図る

ものです。

具体的には、三つ目の二重マルにありますよ

うに、南海トラフ地震を想定した政府主催の総

合防災訓練にあわせ、医療活動訓練を実施しま

す。

また、その次の二重マル、ＤＭＡＴ等設備整

備費補助では、災害時の医療活動を充実させる

ため、資機材等の設備整備を行います。

次に１４ページを御覧ください。

在宅医療提供体制整備事業費１，４４４万８

千円です。

この事業は、医療・介護を切れ目なく提供し、

地域包括ケアシステムを推進するため、多職種

協働により一貫した在宅医療提供体制の整備を

進めるものです。

一つ目の二重マル、在宅医療を担う人材の育

成では、入院患者が退院後、円滑に在宅療養生

活を送ることができるよう、看護師や医療ソー

シャルワーカーなど医療機関の退院調整担当者

に対して研修を行い、入院早期から退院後を見

据えた退院支援体制を強化します。

また、二つ目の二重マルでは、訪問診療に必

要とされるものの、高額であるため単独の医療

機関での整備が困難なポータブルＸ線撮影装置

などの医療機器を整備する郡市医師会に対して

助成します。

１５ページをお開きください。北村薬務室長

薬務室関係について、説明申し上げます。

１の組織、事務分掌の組織ですが、当室の職

員数は、７名となっております。

次に事務分掌ですが、１３項目あり、主なも

のは、（１）の医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に

関すること、（９）の安全な血液製剤の安定供

給の確保等に関する法律の施行に関することな

どでございます。

次に１６ページを御覧ください。

２の重点事業について、説明申し上げます。

地域服薬健康相談事業費１６８万６千円でご

ざいます。

この事業は、在宅療養中の患者や服薬中の高

齢者に対して、正しい薬の服薬と管理ができる

よう、地域の薬剤師会と連携してお薬健康相談

事業を行うとともに、相談事業を行う薬剤師に

対して在宅医療に必要な技術や知識に関する資

質向上研修を行うことにより、地域包括ケアシ

ステムの構築に寄与するものです。

一つ目の二重マルお薬健康相談事業では、無

薬局地域を中心に高齢者サロンなどに地域の薬

剤師が出向いて薬の服薬方法の指導や健康相談

を行います。

１７ページをお開き藤内健康づくり支援課長

ください。

健康づくり支援課関係について、説明申し上

げます。

１の組織、事務分掌の組織ですが、当課は管

理・疾病対策班以下五つの班で構成され、職員

数は、２４名となっております。

次に事務分掌ですが、２５項目あり、主なも

のは（４）の健康増進法の施行に関すること、

（９）の母子保健法の施行に関すること、（１

５）の感染症法の施行に関すること、（２０）

の難病の患者に対する医療等に関する法律の施

行に関すること、（２２）肝炎対策基本法の施

行に関することなどでございます。

次に１８ページを御覧ください。

２の課・室の予算について、説明申し上げま

す。

当課の平成３０年度当初予算は、３７億５，

０３１万４千円となっております。これを平成

２９年度当初予算額と比較しますと、１億８，

５１１万円、率にして４．７％の減となってお

ります。これは、主に抗インフルエンザ薬確保

事業などの減によるものです。

次に３の重点事業について、説明申し上げま

す。
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聴覚障がい児療育体制強化事業費６６４万８

千円でございます。

この事業は、聴覚障がい児を新生児期に発見

し、乳幼児期から十分な療育が受けられる体制

を構築するため、精密検査が可能な機器を整備

するとともに、医師や言語聴覚士の研修を実施

するものです。

次に、みんなで進める健康づくり事業費２，

３１５万９千円でございます。

この事業は、県民の健康寿命を延伸させるた

め、主体的に健康づくりに取り組む機運を醸成

するとともに、健康的な生活習慣を実践できる

社会環境を整備します。

主なものとしまして、上から四つ目の二重マ

ルでは、働き盛りの健康無関心層に対して、健

康アプリ「おおいた歩得（あるとっく）」を活

用し、楽しみながら健康づくりに取り組めるよ

う普及促進します。

１９ページをお開きくださ藤丸国保医療課長

い。

国保医療課関係について、説明申し上げます。

１の組織、事務分掌の組織ですが、当課は、

平成３０年度の組織改正に伴い、国保運営指導

班と保険医療指導班の２班の構成となり、職員

数は、１０名となっております。

国保運営指導班は、県職員６名に加え、中津

市からの派遣職員が１名おり、計７名体制とな

っております。保険医療指導班には、県職員３

名のほか、日田市及び大分県国民健康保険団体

連合会からの派遣職員が２名おり、計５名体制

となっております。

次に事務分掌ですが、６項目あり、主なもの

は、（１）の国民健康保険事業の運営に関する

こと、（５）の高齢者の医療の確保に関する法

律の施行に関することなどです。

次に２０ページを御覧ください。

２の課・室の予算について、説明申し上げま

す。

当課の３０年度当初予算は、３１１億２，５

７７万６千円となっております。これを昨年度

予算額（Ｂ）欄と比較しますと、前年度対比で

１８億３，０２７万３千円、５．６％の減とな

っております。これは、主に大分県国民健康保

険財政安定化基金積立金の減及び医療給付費に

応じて県が支出する法定負担金の減などによる

ものです。

次に３の重点事業について、説明申し上げま

す。

国民健康保険基盤安定化事業費１１７億８，

３５５万１千円でございます。

この事業は、市町村国保財政の運営の安定化

を図るため、国民健康保険法の規定に基づき、

国民健康保険税の軽減分に対する定率負担等を

行うとともに、市町村財政の調整等のため、国

民健康保険事業特別会計へ繰り出すものです。

また、さきほど部長が説明いたしましたよう

に、国民健康保険事業特別会計を新たに設置し

たところでございます。

２２ページを御覧くださ伊東高齢者福祉課長

い。

高齢者福祉課関係について、説明申し上げま

す。

１の組織、事務分掌の組織ですが、当課は長

寿・援護班以下四つの班で構成され、職員数は、

２５名となっております。

次に事務分掌ですが、１７項目あり、主なも

のは、（１）の老人福祉法をはじめ、（３）の

高齢者虐待防止法、（５）の介護保険法の施行

に関すること、及び（９）の戦傷病者、戦没者

遺族等の援護に関することなどです。

次に２３ページをお開きください。

２の課・室の予算について、説明申し上げま

す。

当課の３０年度当初予算額は、１７２億８，

７３８万５千円となっております。これを

（Ｂ）欄と比較いたしますと、前年度対比で５

億７，４４６万９千円、３．２％の減となって

おります。

これは、介護サービス基盤整備事業の減額に

よるものなどです。

次に３の重点事業について、説明申し上げま

す。

地域包括ケアシステム構築推進事業費１，６

６３万８千円では、新たな取組として一つ目の
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二重マル、重度化防止に向けた地域ケア体制の

整備にありますように、介護度の高い高齢者の

重度化防止に向けて、医療･介護関係者の相互

理解を促すとともに、ケアプラン作成時にかか

りつけ医等との連携を促進することで、退院時

から在宅療養まで切れ目のない情報共有体制を

整備します。

いきいき高齢者地域活動推進事業費１，１６

３万６千円では、一つ目の二重マルにあります

ように、元気な高齢者による生活支援サービス

や子育て支援など新規事業の立ち上げを支援し

ます。

また、二つ目の二重マルでは、元気な高齢者

が地域活動の担い手となるために、必要な知識

や技術を学び、活動に結びつけるおおいたアク

ティブ養成講座を開催します。

次に認知症にやさしい地域創出事業費３６１

万７千円では、一つ目の二重マル早期診断・早

期対応力の強化にありますように、認知症地域

支援推進員等を対象とした研修を実施するとと

もに、市町村を越えた広域の徘徊見守り・ＳＯ

Ｓ体制を整備します。

また、二つ目の二重マルでは、若年層の家族

介護者や介護従事者が気軽に相談し、情報共有

できる場づくりを推進するため、認知症カフェ

に対してアドバイザーの派遣等を行います。

２５ページをお開きく御手洗こども未来課長

ださい。

こども未来課関係について、説明申し上げま

す。

１の組織、事務分掌の組織ですが、当課はこ

ども企画班以下三つの班で構成され、職員数は

１６名となっております。

次に事務分掌ですが、１１項目あり、主なも

のは、（１）の児童福祉法の施行に関すること、

（７）の次世代育成支援施策の推進に係る企画

調整に関すること、（８）の不妊治療費助成事

業等に関すること、(１０)の子ども・子育て支

援法の施行に関することなどでございます。

次に、２６ページを御覧ください。

２の課・室の予算について、説明申し上げま

す。

当課の３０年度当初予算は、１３８億５７９

万７千円となっております。これを（Ｂ）欄と

比較しますと、３億１，８７６万３千円、２．

４％の増となっております。これは、主に認定

こども園運営費の増などによるものです。

３の重点事業について、説明申し上げます。

おおいた出会い応援事業費２，８６１万５千

円ですが、この事業では、若者の結婚の希望を

実現するため、独身男女の出会いの場を創出し

ます。

一番上の二重マル、出会いサポートセンター

の設置、運営では、婚活イベントの実施に加え、

結婚を希望する独身者を対象に会員を募集し、

個別にお引き合わせするなど、多様な出会いの

場を提供します。また、二つ目の二重マル結婚

・子育てポジティブキャンペーンでは、インタ

ーネットやテレビＣＭを活用して結婚や子育て

にプラスイメージを広めるキャンペーンを引き

続き実施し、社会全体で結婚を応援する機運の

醸成を図ります。

２７ページをお開きください。

おおいた子育てほっとクーポン利用促進事業

費８，３９４万８千円です。子育て支援サービ

スの利用促進を図り、子育て世帯の負担を軽減

するため、出生時に配布している「おおいた子

育てほっとクーポン」について、３歳以上の兄

・姉にも使えるようにするとともに、放課後児

童クラブなどメニューを拡充した上で、第１子

１万円、第２子２万円、第３子以降３万円と配

布額を増額して実施するものでございます。

保育環境向上支援事業費２，８３１万９千円

です。この事業は、保育所や認定こども園の新

設等により、保育の受け皿が拡大することに伴

い必要となる人材を確保するため、新卒就職者

の確保や潜在保育士の再就職支援、保育現場の

働き方改革に取り組むものです。

一番上の二重マル資格取得と県内就職支援で

は、保育のしごと就職フェアを新たに福岡で開

催します。二つ目の二重マル就業継続支援とし

ては、保育現場の働き方改革研究会を開催し、

保育業界における働き方改革に対する機運の醸

成や職場環境改善を図ることとしています。ま
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た、三つ目の二重マル、潜在保育士の再就職支

援では、資格を持っていながら保育士として働

いていない潜在保育士にＤＭを送り、情報提供

や意向調査を行うことなどにより、再就職につ

なげます。

２８ページを御覧ください。

放課後児童対策充実事業費６億９，８５６万

円では、一つ目の二重マルにありますように、

基本のクラブの運営費補助に加えて、長期休暇

中の定員拡大を行うクラブへの補助や、空きビ

ル等を活用してクラブを実施する場合の賃借料

の補助を新たに行います。

一番下の二重マルでは、先進的な運営を行う

クラブの紹介や新たな運営主体の参入を促す取

組により、クラブ運営の体制強化を図ります。

放課後児童クラブ施設整備事業費３，６８１

万７千円ですが、待機児童が発生している地域

を中心に５市町１９クラブの施設整備に要する

経費を助成します。

２９ページをお開大戸こども・家庭支援課長

きください。

こども・家庭支援課関係について、説明申し

上げます。

１の組織、事務分掌の組織ですが、当課は家

庭支援班以下二つの班で構成され、本庁の職員

は、１１名となっております。

また、当課が所管する地方機関は、二豊学園

以下６機関あり、その職員数は１０７名となっ

ております。なお、中央児童相談所、婦人相談

所及び婦人寮の３機関については、こども・女

性相談支援センターとの兼任となっております。

次に事務分掌ですが、１２項目あり、主なも

のは、（１）の児童福祉法を始め、（５）の母

子父子寡婦福祉法、（８）の児童虐待防止法、

（１１）の子どもの貧困対策推進法の施行に関

することなどでございます。

次に３０ページを御覧ください。

２の課・室の予算について説明申し上げます。

当課の平成３０年度当初予算（Ａ）欄は、４

６億９，８８６万９千円となっております。こ

れを２９年度当初予算（Ｂ）欄と比較いたしま

すと、６，９７７万８千円、１．５％の増とな

っております。これは、主に児童養護施設に勤

務する職員の処遇改善に伴う、児童措置費の増

などによるものです。

次に３の重点事業について、説明申し上げま

す。

子どもの居場所づくり推進事業費５４２万７

千円でございます。

この事業は、子ども食堂をはじめとした、子

どもの居場所づくりを支援し、貧困問題の早期

発見・早期支援のための体制づくりを推進する

ものです。

主なものとしまして、二つ目の二重マルにあ

りますように、子ども食堂等の新規開設や既存

の子ども食堂等が新たに学習支援やレクリエー

ションを行う際に要する経費に対して補助を行

います。

次に、３１ページをお開きください。

里親リクルート対策事業費４０４万１千円で

ございます。

この事業は、家庭で暮らすことのできない子

どもが、心身共に健やかに成長できるよう、よ

り家庭的な環境における養育を推進するため、

里親の登録数増加に向けたリクルート活動を行

うものです。

主なものとしまして、二つ目の二重マルにあ

りますように、里親に関するフォーラムを民間

団体と協働で開催すること等により、里親制度

の普及啓発と登録推進を促進します。

３２ページを御覧くださ二日市障害福祉課長

い。

障害福祉課関係について、説明申し上げます。

１の組織、事務分掌の組織ですが、当課は管

理・計画班以下四つの班で構成され、本庁の職

員数は、２６名となっております。また、当課

が所管する地方機関は、こころとからだの相談

支援センター以下四つあり、その職員数は２５

名となっております。なお、身体障害者更生相

談所、知的障害者更生相談所及び精神保健福祉

センターの３機関については、こころとからだ

の相談支援センターとの兼任となっております。

次に事務分掌ですが、１５項目あり、主なも

のは、（１）の身体障害者福祉法をはじめ、
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（２）の知的障害者福祉法、（３）の障害者総

合支援法、（４）の児童福祉法のうち、障害児

に関すること、（６）の精神保健福祉法、

（８）の自殺対策基本法及び（１１）の障害者

基本計画に関することなどでございます。

次に３３ページをお開きください。

２課・室の予算について説明申し上げます。

当課の３０年度当初予算額は、障害者社会参

加推進室分を含め、１４５億２，７８８万３千

円、これを（Ｂ）欄と比較いたしますと、８億

３，５５０万１千円、６．１％の増となってお

ります。これは、障がい福祉サービスを利用す

る障がい者の増加などに伴う障害者自立支援給

付費の増などによるものでございます。

次に３の重点事業について、説明申し上げま

す。

重度心身障がい者医療費給付事業費１０億

６６６万円でございます。

この事業では、二つ目の二重マルにあります

ように、重度心身障がい者医療費助成の現行給

付方式を、市町村の窓口に出向かずに医療費の

還付が受けられる自動償還払いに移行するため、

市町の電算システム整備に対して助成を行いま

す。

平成３１年度のできるだけ早い時期から、医

療機関での受診データを市町に転送することに

より、請求手続きを簡素化し、障がい者や御家

族の負担軽減を図ります。

３４ページを御覧ください。

次に発達障がい児・家族支援体制強化事業費

１，３４８万５千円でございます。

この事業は、発達障がい児の支援体制の充実

と、家族の孤立感・心理的不安感の軽減を図る

ため、二つ目の二重マルにありますように、大

分県発達障がい者支援センターに発達障がい児

支援コーディネーターを新たに１名配置し、医

療・療育面での機能強化を図ります。

また、三つ目の二重マル、ペアレントプログ

ラムの推進では、発達障がい児の保護者に対し、

子どもへの関わり方を学ぶ研修会を実施し、保

護者の心理的不安の軽減を図ります。

３５ページをお工藤障害者社会参加推進室長

開きください。

障害者社会参加推進室関係について、説明申

し上げます。

１の組織、事務分掌の組織ですが、当室は地

域生活支援・芸術文化スポーツ推進班以下二つ

の班で構成され、職員数は、１０名となってお

ります。

次に事務分掌ですが、５項目あり、主なもの

は、（１）の障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法及

び、障がいのある人もない人も心豊かに暮らせ

る大分県づくり条例の施行に関することをはじ

め、（３）の障がい者の就労支援及び工賃向上、

（４）の芸術･文化･スポーツを通じた障がい者

の社会参加の推進に関することなどでございま

す。

次に３６ページを御覧ください。

２の重点事業について、説明申し上げます。

障がい者就労環境づくり推進事業費３，８５

６万５千円でございます。

この事業では、障害者就業・生活支援センタ

ー等に障がい者雇用アドバイザー６名を引き続

き配置し、これまでの取組に加え、この４月か

らの法定雇用率引上げに伴い新たに障がい者雇

用が義務付けられる従業員４５．５人から５０

人未満の企業等への働きかけを強化します。

また、新たな取組として、二つ目の二重マル

にありますように、障がい者雇用率日本一の早

期奪還に向けて、職場定着が課題となっている

精神及び知的障がい者の相談･指導役となる職

場指導員を配置する企業に奨励金を支給します。

加えて、三つ目の二重マルでは、経営安定を

図るために生産設備整備や備品購入などで規模

拡大を行う就労継続支援Ａ型事業所を助成しま

す。

以上で、説明は終わりました。衛藤委員長

これより質疑に入ります。

質疑、御意見などはございませんか。

保健所の事務分掌というのは何かあ志村委員

りますか。

今日はございませんけれ幸福祉保健企画課長

ども、事務分掌はございますので、それは提出
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させていただければと思います。保健所の中で

は、保健指導、あるいは疾病対策、それと、衛

生関係、生活環境部関係がございますけれども、

衛生指導が主な分掌になっています。

今、お話に出ておりましたように、志村委員

保健所の職員さんは、基本的には福祉保健部の

職員ということでいいわけですかね。

保健所所員は、福祉保健幸福祉保健企画課長

部の職員になるんですが。

それで、生活環境部とも関連のある志村委員

分野がある。確かにそのとおりで、産業科学技

術センターもそうなんですけれども、そこに福

祉保健部の職員で専門性がない人が現場にいら

っしゃるということが起きているんですよね。

あるところは、産廃関係の担当が薬剤師さんで

ありまして、本来の仕事は薬剤師としての専門

知識を持った方の採用だと思うんだけれども、

福祉保健部の職員として行くもんですから、現

場では産廃のチェックだとか届出だとか、そう

いう窓口になって、言ってみれば、全く知識の

ない方が窓口におらざるを得ないと。しかも相

談するのは福祉保健部職員でありながら、福祉

保健部じゃなくて生活環境部に行くというここ

が、どうも現場の窓口としてもやや戸惑う、相

談する方も戸惑うのは、やっぱり御存じないか

ら本課に行って聞きますと。本課は福祉保健部

じゃなくて生活環境部だと。こういうことなん

ですが、そこはどういう問題意識を持っていら

っしゃいますか。

委員がおっしゃるように、幸福祉保健企画課長

例えば、薬剤師であれば、業務的には本課の行

政の分もしたり、あるいは薬剤師そのものなど

で県病とか含めてあります。

おっしゃられるように、保健所の内容も、例

えば産業廃棄物であれば化学的なものがあると

か、その専門性を高めないといけないというの

はあるんですけれども、おっしゃるように全て

のものに専門性が今特化されているとか、対応

できているのかという部分はあろうかと思いま

す。そのあたりはそれぞれの資格に応じた配置

をどうするかということになろうかと思います。

例えば、事務担当も産廃の部分についてはある

んですが、そこの専門性について言えば、やは

り薬剤関係が業務の内容についてどういった職

種が適切かということで問題を発しなきゃいけ

ないかなと今考えております。

それは行政側の立場の話なんですけ志村委員

れども、要は一般市民、県民の方々が申請をす

るときに即答のできる体制づくりが大事だとい

うことを申し上げたいので。もしそれで支障が

あるとすれば、その部分の業務を、例えば市に

委託して、即答のできる体制づくりをするとい

うふうにした方が。申請する側の話を私は申し

上げているので、県の職員のことを言っている

わけじゃありませんので。そこは検討の余地が

あるのではないかなということを指摘したいと

思うんですが、ちょっとお考えを。

御指摘いただいた点も含幸福祉保健企画課長

め、現場の声をしっかり聞いて、あくまでもや

はりそれぞれの住民の方々の要望等をちゃんと

受け止めるようになっているかどうか、それも

含めて今後検討したいと思います。

検討とは、どういうことですか。つ志村委員

まり市民、県民が窓口に行ったら、きちっと対

応して結論が出ると、そうすれば分かるという

体制づくりをしてほしいという意味なんです。

志村委員がおっしゃって長谷尾福祉保健部長

いることは、過去からいろいろ経過がございま

して、組織改正で本庁そのものがそれまでの福

祉生活部と保健環境部がクロスして再編された

わけなんですけれども、その際、おっしゃるよ

うに保健所の業務というのがそれぞれ２系統あ

るという状態が続いております。薬剤師もメイ

ンは生活環境部でございまして、さきほどの産

廃の話でいくと、なかなか専門性が薄くなって

いるという現場があるのかもしれません。また、

その辺については生活環境部ともよく話をして

みたいと思いますし、また、この後来ますので、

私も現場の所属を、去年も二巡して回ったんで

すけれども、そういう専門性の高い職員の所属

があれば、委員がおっしゃるように、ちょっと

薄いかなというところもあったり、これは職員

配置の話にも関わってきますので、よく気を付

けて動いております。（「よろしくお願いしま



- 10 -

す」と言う者あり）

全国障害者芸術・文化祭について、木田委員

実施自体は国文局で段取りを進めていこうとい

うことになると思うんですけれども。福祉保健

部としてこの文化祭を通じてこういったところ

を達成したいという目標というか、何かこの間、

パラリンピックを通じて障がい者に対する理解

は深まるかとかいうアンケートがあって、なか

なかいい結果じゃなかったような記憶があるん

ですけれども、せっかく今回大分で初めてする

芸術・文化祭になるので、この大会について、

少なくとも大分県ではこういった障がいに対す

る理解が深まるような目標というか、具体的な

指標があるかどうか。今ちょうど新年度で県政

報告の会が結構あって、やはり今回の新年度事

業に福祉保健部ではこれが大きく関わってくる

と思うんですが、その目標みたいなものを、こ

の芸術・文化祭を通じてこういったことが大分

で根付くといいなとか、そういったもののイメ

ージがあれば、教えていただければと思います

が。

目標というのは、特段、長谷尾福祉保健部長

こういう形というのはないんですけれども、今

私どもで考えているのは、最低限です。全国障

がい者大会でやったようなものが根付くという

ことが最低限の目的だと思っています。

大分市は、商店街とかいろんなところで作品

を展示したりしてやっていますけれども、もう

ちょっとこれが目立って、ふだんの生活の中で

もそういったものが目に付くような形に、作品

であれば持っていきたいし、スポーツにあたっ

ても、これまで、去年たまたま中止を余儀なく

されましたけれども、車いすマラソンは、全国

に誇れるような世界大会でございますので、こ

ういったところにも、これ今かなりプロ化して

いるんですけれども、もうちょっと裾野を広げ

るような動きもあってしかるべきだと思います

し、そういった芸術、文化、スポーツを引き立

てていくのに、今回の組織改正、さきほど冒頭

御説明しましたけれども、その辺を深化させよ

うということで組織の再編も行っているところ

でございますので、目標というのはその中でま

た見出していければいいなと思っております。

国文祭の認知度がちょっとまだ、こ木田委員

の間、アンケートで悪かったと思うんですが、

ちょっと心配なので。障がいのある方々は、そ

ういった社会参加の場が広がるということが定

着していくのかということ、もう一つは、やっ

ぱり障がいのない方に対して理解が深まるとい

うことが今回のイベントを通じてできないと、

本当に何かそこで終わってしまうんじゃないか

ということ。前回奈良だったですか、そこに行

った方が、大分はやっぱり結構頑張っていると

いうのを言っていました。そういうところが心

配なので、ぜひこのイベントを通じていい成果

を残していただきたいと思います。

木田委員がおっしゃった長谷尾福祉保健部長

ものも、実はそういう感覚を私どもも持ってお

りまして、今国文局がやっているものが、私ど

も、どっちにしても福祉保健部が引き取ってや

るわけでございますので、そういったものがし

っかり根付くような体制づくりというのも来年

度に向けて当然やっていくということで、連携

をさらに深めていきたいと考えております。

９ページの地域のつながり応援事二ノ宮委員

業、それから２３ページの地域包括ケアシステ

ム構築推進事業が上がっているんですけど、一

般質問のときにいつも言っているんですけど、

事業自体はもちろん福祉保健部が中心になって

やらないといけない。だけど、本当は、地域づ

くりの中でその事業を考えていかないと、この

狭い範囲と言うと失礼なんですけど、単なる福

祉とかいう立場から考えると、なかなかうまく

いかないんじゃないかといつも提案しています。

そういうことで、ぜひ企画とか、そっちの地域

支援というか、地域づくり、そういうものと一

緒になって、できればそういうプロジェクト的

なものを作ってやっていただきたいというお願

いなんですけど、どうお考えでしょうか。

委員がおっしゃった話は長谷尾福祉保健部長

よく理解しておりまして、最近でも玖珠町の機

関庫の活性化というテーマがございます。そも

そもこの発端は、社会福祉法人が玖珠町と連携

して、さきほど言っております就労継続支援Ａ
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型事業所、移行支援事業所もここに新たに設け

て、障がい者の方が機関庫のそばでパンを焼き、

カフェを運営するというのが主軸の事業でござ

います。

私は、これを初めて、去年、福祉保健部長に

なって聞いたときに、これは地域活性化の趣旨

が強いので、早速西部振興局と連携して、てこ

入れを図ったところでございます。６月にオー

プンしますけれども、昔の米倉を改修したりし

て、今一生懸命やっております。委員がおっし

ゃったように地域の活性化という観点と、もう

一つは、地域に行くとそんなに人材がいるわけ

ではございません。いろんな場面で何回も同じ

人が登場するという状況にどうしてもなってき

ますので、そういった限られた人材が頑張れる

ような支援をいかにしていくか、投資するかと

いうのが、多分我々県行政に委ねられた責務だ

と思っておりますので、そういったところの観

点を大事にしながら進めていきたいと思ってお

ります。子育てに関しても、単なる子育てでは

ございません。地域で支えるという意味合いが

非常に強くなっております。福祉保健行政とい

うのは、私は部下に言っておりますけれども、

総合力でやらないとだめだよということで、部

局連携を常に念頭において進めていきたいと思

っております。

私からも、今数えていたら１２個衛藤委員長

ぐらいあったんですけど、もう時間がないので、

ちょっと１個だけ絞って、残りは個別で伺いた

いんですけど。さきほどの木田委員ともちょっ

と関連があるんですけれども、障文祭に合わせ

た障がい者アートの関係の先月から始まった取

組で、工事看板に障がい者アートを載せていた

だくようになっているんですけれども。今は県

工事だけという形になっていますけど、国交省

や市町村の工事とかにもぜひとも展開していっ

ていただきたいんですけど、その調整状況は今

どのようになっていますでしょうか。

委員長の御指摘工藤障害者社会参加推進室長

の事業につきましては、福祉保健部と発注側を

所管する土木建築部で一緒になって活動を支援

しているという状況で、何とかスタートを切る

ことができました。

県発注工事で４月からスタートさせておりま

すけれども、当然関係の団体とか建設業協会の

各支部が、違う発注相手、国とか各市町村、民

間工事もそのうち含めたいなとは考えています

けれども、そういったところに働きかけをして

いただこうということで取り組みます。当然県

も関係機関、国や市町村に同種の取組を呼びか

けることで、より大きな動きを醸成してまいり

たいと思っています。

ありがとうございます。ぜひとも衛藤委員長

必ず進めていっていただければと思います。

ほかに質疑もないようですので、これをもち

まして、平成３０年度の行政組織及び重点事業

等を終わります。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

りましたので、これを許します。

委員会資料の３７ページ二日市障害福祉課長

をお開きください。

大分県障がい者基本計画（第５期）の策定に

ついて、御説明いたします。

１の計画策定の趣旨等にありますとおり、こ

の計画は、障害者基本法に基づき、障がい者施

策を総合的に進めるための基本方針を定めるも

のです。計画期間は、国の基本計画に準じて、

平成３１年度から５年間を予定しております。

なお、右の点線部分にありますように、昨年

度策定した大分県障がい福祉計画（第５期）は、

障害者総合支援法の見直しに合わせて、３年ご

とに策定する、障がい福祉サービス提供体制の

確保という観点に絞った実施計画であり、それ

に対して、今回の基本計画は、より総合的・包

括的に障がい者施策全般の方向性を定めるもの

です。

この基本計画の策定にあたっては、国が本年

３月に定めた第４次障害者基本計画に基づき、

地域社会における共生の推進や、社会のあらゆ

る場面におけるアクセシビリティの向上等につ

いて盛り込む予定です。

今後、障がい者団体などに出向き、当事者や

支援者から様々な意見をお聞きした上で、基本

方針や骨子の作成等を進めてまいります。委員
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の皆さまには、各定例会の常任委員会にて随時、

進捗状況を報告させていただきますので、御指

導のほどよろしくお願いいたします。

以上で、説明は終わりました。衛藤委員長

ただいまの報告について、質疑、御意見など

はございませんか。

今のこの動きの計画の中で、真ん中玉田委員

の（３）施策項目で、①で安全・安心な生活環

境の整備とありますけれども、そもそも障がい

者が社会参加する上で必要な社会資本の整備と

いうのがあるじゃないですか。それはこの中で

議論されるということ、この中に書き込まれる

という理解でいいんですか。

委員に御指摘いただきま二日市障害福祉課長

した（３）の施策項目のところは、国の基本計

画の項目立てでございます。御指摘いただいた

ような差別解消につながる社会的資本の整備と

いうものも、この各項目の中に入ってまいりま

す。それにあわせて、県の計画も見直していく

ことになります。

この間も議論になったように、例え玉田委員

ばＪＲの駅の問題だとか、それから、そもそも

障がいのある方が社会参加、雇用、そこに向か

おうというところに、そもそも障がいがあった

ら行けない、アクセスできないわけで、そうい

うことも含めて範囲が非常に大きくなりそうだ

なという気もするんですけれども、ただ、しっ

かり、ここのところは大事なので議論してほし

いと思います。

ほかによろしいでしょうか。衛藤委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、衛藤委員長

これで諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかにないようでありますので、衛藤委員長

これをもって福祉保健部関係を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔福祉保健部退室、生活環境部入室〕

これより、生活環境部関係の説明衛藤委員長

に入ります。

説明に入る前に、本日は初めての委員会でも

ありますので、まず、私から御挨拶を申し上げ

ます。

〔委員長挨拶〕

では、委員の皆さんの自己紹介を衛藤委員長

お願いします。

〔委員の自己紹介〕

次に、事務局職員を紹介します。衛藤委員長

議事課の長尾君です。（起立挨拶）

政策調査課の佐藤君です。（起立挨拶）

続きまして、執行部の自己紹介を衛藤委員長

お願いします。

〔山本生活環境部長挨拶〕

〔幹部職員自己紹介〕

それでは、中津市耶馬溪町斜面崩衛藤委員長

壊に関する災害について執行部の説明を求めま

す。

中津市耶馬溪町斜面崩壊に関する牧防災局長

災害について御説明いたします。

県では４月１１日の４時３０分の災害覚知と

同時に県災害対策連絡室を設置し、５時４０分

には、県災害警戒本部に移行し、対応してまい

りました。その後、県内の救助体制のみでは対

応できないことが判明したことから、陸上自衛

隊への災害派遣要請及び消防庁へ緊急消防援助

隊の要請を行いました。

被害状況ですが、発災から６名の方が行方不

明となっていましたが、４月２３日までに残念

ながら６名の方全員についての死亡が確認され

たところです。

救助等の体制及び関係機関の支援状況につい

てですが、救助活動については、２３日までの

１３日間、自衛隊、警察、消防の延べ約５，５

８０名の体制で実施し、その他消防団、地元建

設業協会のほか九州地方整備局など、多くの機

関からも御支援をいただいたところです。

なお、７の避難勧告等については、当該地域

の周辺７世帯１８名には、引き続き、避難勧告

が継続されています。

県の対応として、県では、生活環境部、防災

局、農林水産部、土木建築部をはじめ、各部が
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連携し、２４時間体制で救出に向けた情報収集

や避難者への対応などを行いました。また、金

吉川沿いの崩落類似箇所の緊急点検や安全対策

として監視カメラや伸縮計の設置なども実施し

ました。

さらに避難所などにおいては、仮設トイレや

仮設シャワーの設置などを行うことにより、避

難していた方々をはじめ、地元の方に対しての

ケアを行ってきたところです。

本日は、知事、安東副知事、担当部局長等が

中津市長を訪ね、今後の復旧工事や被災者支援

等について意見交換をしたところです。

以上で説明は終わりました。衛藤委員長

これより質疑に入ります。

質疑、御意見などはございませんか。

テレビの報道では、崩壊の何日か前木田委員

にゴロゴロ音がしていたという住民の方が映っ

ていて、その方は「消防の人には言うたんやけ

どな」とかいうインタビューもあったんですよ

ね。それは消防団の人なのか、市の消防だった

のか、ちょっと分からないんですが。ああいっ

た情報は地元の市に届いていたのか、そして届

いていたら、その後アクションは何か市でされ

たのか。その辺を最近よく聞かれるもんですか

ら、教えていただけると。

報道では、そのようなお話もござ牧防災局長

いましたけれども、中津市役所、また県につき

ましても、そういった話は聞いていないという

ところでございます。

じゃ、その音がしていたという確認木田委員

はしていないんですか。していたかどうかの確

認。

市、また中津市に耶馬溪支所がご牧防災局長

ざいます。そちらにもそのような声は届いてい

なかったと聞いております。（「そうなんです

か。じゃ、音があったかどうかはちょっと分か

らないということやね」と言う者あり）はい。

（「分かりました」と言う者あり）

この原因なんですが、かなりいろん戸高委員

なところで報道もされているんですが、要する

にこれを今後どうやって特定を 。原因究明……

を最終的にやると思うんですが、どういうスケ

ジュールで原因究明をやっているのかというこ

とと。親族の方に１１日に会って話をしたとき

に、そこのおじいちゃんが、直前に水の出ると

ころが変わったという話をずっとしていたとい

うこと。あと、さっき音がしていたという話が

あったんですけど、その周辺に水流が変わるよ

うな工事等、そういった直接的な原因というの

が全く考えられなかったのかということも含め

て、現状を分かる範囲でお願いします。

まず、原因究明についてでござい牧防災局長

ます。

専門家は、斜面崩壊の原因について、安山岩

の上に中津の耶馬溪特有の岩があり、それが非

常にもろくなった、風化によるものであろうと

言っております。ただし、実際には詳細な調査

をしなければ分からないというところです。

ここの現場は、保安林がかぶっており、工事

自体は農林水産部が実施いたします。そこで農

林水産部は、まず梅雨前ですので、応急工事を

行います。応急工事の後に本工事に入るわけで

すが、その本工事の前に詳細な調査を行います。

ボーリング調査とかを行いながら原因について

究明していきたいと聞いております。

２点目の、何らかの工事が影響しているので

はなかろうかという質問でございます。それに

つきましては、ここでは中津日田道路の工事を

しております。ただし、その工事している場所

と今回被災したところは、谷が全く違っており

ます。それ以外の工事はやっておりませんので、

工事の影響はないだろうと思っております。

はい、分かりました。戸高委員

ほかによろしいでしょうか。衛藤委員長

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、衛藤委員長

これをもちまして、中津市耶馬溪町斜面崩壊に

関する災害についてを終わります。

続きまして、生活環境部関係の平成３０年度

の行政組織及び重点事業等について、執行部の

説明を求めます。

それでは、生活環境部の行山本生活環境部長

政組織及び重点事業等について、お手元の福祉

保健生活環境委員会資料により御説明します。
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資料の１ページをお開きください。

まず、生活環境部の組織ですが、本庁は防災

局を含め、生活環境企画課から消防保安室まで

の本庁９課３室と、衛生環境研究センター、消

費生活・男女共同参画プラザ、食肉衛生検査所

及び消防学校の４地方機関の体制となっており

ます。

今年度の組織改正では、自然災害業務を一元

的に行うため、防災危機管理課と防災対策室を

再編し、地域防災計画や総合防災訓練などを担

当する防災対策企画課と国民保護などを担当す

る危機管理室を設置しました。

次に職員数ですが、平成３０年４月１日現在

での職員総数は、本庁が１５４名、地方機関が

７９名の計２３３名となっております。

続きまして、２ページを御覧ください。

本年度の生活環境部関係の予算について説明

します。

まず、平成３０年度の当初予算です。

当部の予算総額は、表の左から２列目３０年

度当初予算額（Ａ）の一番下合計欄、１１４億

１，３０８万２千円です。

これを、その右の２９年度当初予算額（Ｂ）

と比較しますと、額にして９億８，９８０万７

千円、率にして９．５％の増となります。

この主な理由は、国立公園等施設整備事業、

動物愛護拠点施設建設事業及び災害対策本部等

機能強化事業の増によるものです。

当部の予算のポイントについて説明します。

一つ目は、おおいたうつくし作戦の推進です。

本県の豊かな天然自然や地域資源の保全・利

活用促進に向けた取組を推進します。

また、資源循環社会の構築に向けた取組促進

と災害時の迅速な処理体制の構築を推進します。

また、国民文化祭やラグビーワールドカップ

２０１９と連動した環境活動を促進します。

二つ目は、安全・安心を実感できる暮らしの

確立です。

犯罪被害者支援等のための県民啓発と支援体

制の強化を図ります。

また、対米輸出を下支えする食肉衛生検査体

制を強化するとともに、健全な食育活動の普及

・啓発に向けた取組を促進します。

次に、３ページをお願いします。

三つ目は、人権を尊重し共に支える社会づく

りの推進です。

男女の人権が尊重され、誰もが安心して安全

に暮らすことのできる社会づくりを推進すると

ともに、新たな人権問題への対応に向けた取組

を推進します。

四つ目は、地域社会の再構築です。

生活用水の確保に取り組む市町村への支援や、

市町村水道事業の運営基盤強化のための広域連

携化に向けた取組を推進します。

五つ目は、多様な県民活動の推進です。

地方創生の担い手であるＮＰＯの人材育成や

活動の活性化を図ります。

六つ目は、災害に強い社会づくりと県土の強

靱化による防災力の強化です。

南海トラフ巨大地震など大規模災害に備え、

熊本地震や九州北部豪雨・台風第１８号災害の

検証結果を踏まえた、より実効性のある防災・

減災対策を推進します。

次に、４ページをお願いします。

七つ目は、男女が共に支える社会づくりの推

進です。

女性の活躍推進及び男女が共に働きやすい社

会の実現を図るとともに、女性の社会参画を支

援する取組を推進します。

八つ目は、人を呼び込み地域が輝くツーリズ

ムの推進です。

住宅宿泊事業法の施行に伴い、近隣住民の良

好な生活環境を守るため、民泊監視員制度の創

設など、適切な利活用に向けた指導体制を整備

します。

九つ目は、生涯にわたる力と意欲を高める

「教育県大分」の創造です。

私立学校の児童生徒一人一人の能力や適性に

応じた私学教育の充実を支援します。

また、ひきこもりやニート等、社会的自立に

困難を抱える若者とその家族を支援するため、

支援体制の充実を図ります。

私からは以上でございますが、引き続き、担

当課室長から重点事業等について説明させてい



- 15 -

ただきます。

生活環境企画課関係に藤本生活環境企画課長

つきまして、御説明申し上げます。

資料の５ページをお開き願います。

まず、１の組織、事務分掌でございます。

職員数は部長、審議監を含めまして２１名で、

主な事務といたしまして、部の総合企画、組織

・定数の管理、人事、予算の総括等の事務に加

え、交通安全対策に関する県民運動の実施、市

町村の避難所運営支援などを行っております。

地方機関は、衛生環境研究センターを所管し

ております。職員数は３０人で、主な事業とい

たしまして、保健衛生及び環境保全に関する試

験検査や調査研究・情報の収集・提供等を行っ

ております。

次に、２の重点事業でございます。

なお、これからの各課長等の説明は、主な事

業だけ説明させていただきます。

まず、（１）高齢者交通安全対策推進事業１

８２万１千円でございます。

高齢者が加害者、被害者となる事故が依然と

して高い比率を占めていることから、高齢者が

運転免許を自主的に返納しやすい環境づくりに

努めるとともに、県内全市町村で、体験型の交

通安全教室を開催するなど、高齢者の交通事故

防止対策を推進するものです。

次に、（２）市町村避難所運営等支援事業７

９万５千円でございます。

災害の発生時には地域住民が主体となって避

難所の運営ができるよう、市町村の避難所運営

マニュアルの策定支援等を行うほか、自主防災

組織や市町村職員等を対象とした避難所運営訓

練を実施するものです。

うつくし作戦推進御沓うつくし作戦推進課長

課関係につきまして、御説明申し上げます。

資料の６ページをお開き願います。

まず、１の組織、事務分掌でございます。

職員数は１１人で、主な事務といたしまして、

おおいたうつくし作戦の推進や環境教育等によ

る環境保全の取組の促進、豊かな水環境の創出

など、身近なごみ問題から地球温暖化対策まで

幅広く、環境保全に関する事業に取り組んでお

ります。

次に、２の重点事業でございます。

まず、（１）のおおいたうつくし作戦推進事

業１，７２２万４千円でございます。

うつくし作戦を牽引する新たな団体の設立等

への支援による推進隊の基盤強化を図るととも

に、国民文化祭の開催にあわせてうつくし推進

隊が、地域住民と連携して環境の視点からのお

もてなし活動を行うことにより、県民の環境意

識の醸成を図ってまいります。

次に、（２）の３Ｒ普及推進事業９８６万９

千円でございます。

宴会開始後３０分間と終了前の１０分間は自

分の席で料理を楽しむ取組「おおいた３０・１

０運動」を推進するため、クーポン券の提供や

卓上ポップの設置に取り組む店舗の拡大等を図

ってまいります。

また、新たな取組として、廃棄物をそのまま

再利用するのではなく、価値を高める加工を施

し製品化するアップサイクルを普及させるため、

取組を行っている事業者の工場見学や子どもを

対象としたワークショップを実施し、県民の環

境意識の醸成を図ってまいります。

自然保護推進室関係に橋本自然保護推進室長

つきまして、御説明申し上げます。

資料の７ページをお開き願います。

まず、１の組織、事務分掌でございます。

職員数は１２人で、主な事務といたしまして、

生物多様性に関すること、温泉法の施行に関す

ること、ジオパーク・ユネスコエコパークの推

進に関することなど、本県の豊かな自然の保全

と、資源の有効活用に向けた事業に取り組んで

おります。

次に、２の重点事業でございます。

まず、（１）の生物多様性保全推進事業１，

１００万６千円でございます。

豊かな自然の基盤である生物多様性を保全す

るため、希少野生動植物の保全活動に取り組む

団体への支援や、県民の自然保護意識を醸成す

る啓発イベント等を開催します。

次に、（２）のおおいたジオパーク推進事業

２千万円でございます。
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昨年１２月に再認定を受けた姫島・豊後大野

両地域のジオパーク活動を持続可能な取組とす

るため、ジオシンポジウム等による県内外への

情報発信を行うほか、学術研究や拠点施設整備

を支援してまいります。

次に、（３）の祖母・傾・大崩ユネスコエコ

パーク推進事業２，２４７万５千円でございま

す。

昨年６月にユネスコエコパークに登録された

祖母・傾・大崩地域の環境保全と自然と共生し

た地域振興を図るため、環境保全のための調査

研究や、オフィシャルアーティストＤＲＡＭ

ＴＡＯを活用した情報発信のほか、周遊体験ツ

アーを実施してまいります。

県民生活・森﨑県民生活・男女共同参画課長

男女共同参画課関係につきまして、御説明申し

上げます。

資料の８ページをお開き願います。

まず、１の組織、事務分掌でございます。

本庁につきましては、大分県消費生活・男女

共同参画プラザ職員が兼務しております。地方

機関は、大分県消費生活・男女共同参画プラザ

であり、職員数は２１人で、県民の日常生活に

深く関わる消費者行政に関する事務のほか、男

女共同参画社会づくりの推進、ＮＰＯ等による

県民活動の推進などの施策に取り組んでおりま

す。

次に、２の重点事業でございます。

まず、（１）の犯罪被害者等支援推進事業８

６７万９千円でございます。

本年４月に施行された大分県犯罪被害者等支

援条例に基づき、県民等の理解の増進や支援体

制の整備、被害者等の負担の軽減に取り組んで

まいります。

シンポジウムの開催、関係機関の連携強化の

ため支援コーディネーターを配置するとともに、

県と市町村との連携による見舞金制度を実施す

るなど、被害者等に寄り添った支援を進めてま

いります。

次に、（２）の女性の活躍推進事業１，０９

７万４千円でございます。

経済団体と連携した女性が輝くおおいた推進

会議の取組を核とし、女性活躍推進宣言企業の

拡大や働く女性のキャリア形成を支援するため

事業所にキャリアコンサルタントを派遣すると

ともに、女性の不安解消等を図り、就労等の社

会参画を促進するためのセミナーを開催するな

ど、女性が活躍できる社会づくりを推進してま

いります。

私学振興･青少年安藤私学振興・青少年課長

課関係につきまして、御説明申し上げます。

資料の９ページをお開き願います。

まず、１の組織、事務分掌でございます。

職員数は１４名で、主な事務といたしまして、

私立小・中・高等学校への助成などの私立学校

に関する事務、青少年の健全育成に係る行政の

総合企画、青少年の健全な育成に関する条例や

子ども・若者育成支援推進法の施行に関する事

務などに取り組んでおります。

次に、２の重点事業でございます。

まず、（１）私学振興費３５億７，３４４万

５千円でございます。

この事業は、私立学校の教育条件の維持向上、

保護者負担の軽減、学校経営基盤の健全性確保

のため、県内に私立小・中・高等学校を設置す

る学校法人に対し、経常的経費の一部を補助す

るものです。

特に、進学や就職、スポーツ・文化など、各

分野での個性輝く学校づくりの取組については

重点的に支援してまいります。

次に、（２）私立高等学校授業料減免補助事

業１億２，６７３万５千円でございます。

この事業は、国の就学支援金の給付後もなお、

授業料負担の残る私立高校生の保護者の経済的

負担を軽減するため、授業料の支援を行う学校

法人に助成するものです。

具体的には、国の新しい経済政策パッケージ

における私立高校授業料実質無償化の動きに先

駆け、年収約３５０万円未満の世帯まで授業料

の実質無償化を拡充します。

次に、（３）青少年自立支援対策推進事業３，

０２５万２千円でございます。

この事業は、ニートやひきこもり等社会的自

立に悩みを抱える青少年及びその家族を支援す
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るため、おおいた青少年総合相談所及び青少年

自立支援センターを運営するものです。

今年度は、さらなる支援の充実を図るため、

これまでの相談業務に加え、新たに自立支援員

１名を配置し、学習支援やまちなかを活用した

職業体験や外出訓練などの支援プログラムの提

供に取り組んでまいります。

食品・生活衛生課関小林食品・生活衛生課長

係につきまして、御説明申し上げます。

資料の１０ページをお開き願います。

まず、１の組織、事務分掌でございます。

職員数は１４人で、主な事務といたしまして、

食品の安全・安心確保対策、食育の推進、動物

の愛護・管理及び旅館業等の衛生対策などを行

っております。

地方機関は食肉衛生検査所を所管しておりま

す。職員数は２０人で、厳正な検査を実施し、

県民に対し安全・安心な食肉の提供に努めてお

ります。

次に、２の重点事業でございます。

まず、（１）のＨＡＣＣＰ推進事業４９６万

５千円でございます。

現在、国ではオリンピック・パラリンピック

を目標に食品衛生法を改正し、ＨＡＣＣＰの制

度化を進めています。県でも大規模イベントを

控えて、さらなる食の安全確保が必要であり、

講習会の開催や飲食店等のモデル事業の実施、

民間指導者の育成等の事業を行い、食品営業者

に対してＨＡＣＣＰの普及促進を図ってまいり

ます。

次に、（２）の動物愛護拠点施設建設事業６

億１，７７７万８千円でございます。

平成３０年度末までにオープンを予定してい

る動物愛護センターの整備費でございます。昨

年６月に土地と管理棟として利用する既存建物

を購入したところです。動物保護棟の新設や管

理棟の改修、ドッグラン等を整備する費用を計

上しております。

最後に、（３）の民泊の安全・安心確保事業

８６３万５千円でございます。

平成３０年６月１５日に施行する住宅宿泊事

業法の安全・安心対策です。近隣住民や宿泊者

の安全・安心を確保するために、旅館業法と同

様に、新規届出のあった宿泊施設に対して立入

調査を行うものです。このため、食品・生活衛

生課に民泊監視員を２名配置し、県下全域に対

応することとしております。

環境保全課関係につきまし芦刈環境保全課長

て、御説明申し上げます。

資料の１１ページをお開き願います。

まず、１の組織、事務分掌でございます。

職員数は１３人で、主な事務といたしまして、

生活環境の保全のため、大気汚染、水質汚濁、

騒音・振動・悪臭等の公害の規制、ダイオキシ

ン類等の化学物質対策、水道の普及及び環境影

響評価にかかる事務などに取り組んでおります。

次に、２の重点事業でございます。

（１）の公営水道運営基盤強化推進事業１，

１３７万５千円でございます。

水道事業は、施設の老朽化や人口減少による

収益悪化など運営基盤を揺るがす課題を抱えて

おり、中小規模の水道事業体が多い本県では、

個々の水道事業体のみでの解決が困難な状況と

なっています。

そのため２９年度は、運営基盤強化の有力な

方策である広域連携について、形態ごとのメリ

ット・デメリットの分析、経営効率化の効果の

検証等を実施しました。

３０年度は、その分析等の結果を踏まえた上

で、大分県内の水道事業の将来像を描いた大分

県水道ビジョンの策定を行います。

循環社会推進課関係に梶原循環社会推進課長

つきまして御説明申し上げます。

資料の１２ページをお開き願います。

まず、１の組織、事務分掌でございます。

職員数は１４人で、主な事務といたしまして、

廃棄物の減量・再資源化、適正処理の推進、不

法投棄防止のための巡回監視やスカイパトロー

ルの実施に加え、ＰＣＢ廃棄物の適正処理対策、

海岸漂着物の回収・処理の支援などの事業に取

り組んでおります。

次に、２の重点事業でございます。

まず、（１）循環社会構築加速化事業１，４

１７万２千円でございます。
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廃棄物の減量・再資源化を促進するため、セ

メント工場への廃棄物搬入体制を整備するほか、

中間処理業者等を対象としたセミナーの開催や

廃棄物の発生抑制・再資源化に向けたアイデア

コンテストによるモデル事業の実施により、企

業の意識啓発を図ってまいります。また、災害

発生後の円滑な災害廃棄物処理体制の構築に向

け、市町村の災害廃棄物処理モデルマニュアル

の策定などに取り組んでまいります。

次に、（２）廃棄物不法投棄防止対策事業６，

８８９万４千円でございます。市町村が行う不

法投棄防止対策事業への助成のほか、不法投棄

廃棄物の撤去、不法投棄の再発が懸念される場

所への監視カメラやフェンスの設置など、全県

を通じた不法投棄の再発防止に取り組んでまい

ります。

人権・同和髙橋審議監兼人権・同和対策課長

対策課関係について御説明します。

資料の１３ページをお開き願います。

まず、１の組織、事務分掌でございます。

職員数は９人で、主な事務といたしまして、

同和問題をはじめ、差別、虐待、いじめ、ハラ

スメント、外国人やＬＧＢＴ（性的少数者）へ

の差別など、様々な社会問題となっている人権

課題について、人権尊重社会の確立を目指して、

各種施策を展開してまいります。

次に、２の重点事業でございます。

まず、（１）の人権施策推進事業５８４万３

千円でございます。

大分県人権尊重社会づくり推進条例に基づき、

人権を尊重する社会の確立を目指して、人権教

育・啓発及び人権相談・支援・権利擁護などの

施策を総合的に推進してまいります。

今年度は特に、今後の人権施策にいかす基礎

資料として活用する、５年に一度の県民意識調

査を実施します。

次に、（２）の人権啓発推進事業２，００２

万円でございます。

人権尊重の理念の普及とその理解を深めるこ

とを目的とし、８月の差別をなくす運動月間に

おける県民講座や１２月の人権週間での人権啓

発フェスティバルの開催等による啓発活動を実

施してまいります。

また、情報化の進展にともなって問題が浮き

彫りになっているインターネットと人権に関す

ることや、性的少数者の人権についての理解の

普及に重点的に取り組んでまいります。

防災対策企画課関係に渡辺防災対策企画課長

つきまして、御説明申し上げます。

資料の１４ページをお開きください。

まず、１の組織、事務分掌でございます。

職員数は防災局長、防災危機管理監を含めま

して１８名で、主な事務といたしまして、県地

域防災計画の見直しや、自然災害から県民の生

命・身体・財産を守るため、防災・減災に関す

る施策を推進しております。

また、災害時には県災害対策本部等を設置し、

市町村や国等の防災関係機関と連携して対応を

行っております。

次に、２の重点事業でございます。

まず、（１）地域防災力向上支援事業２，６

９４万４千円でございます。

本事業は、地域における自助・共助の要とな

る防災士の養成と、そのスキルアップに取り組

むなど、市町村や関係機関と連携し、地域防災

力の向上を図るものです。

今年度は、防災アドバイザーの派遣回数など

制度拡充や、避難訓練等の実施が困難な自治会

等に対し、訓練の計画から実施までを直接支援

する訓練押しかけ支援隊の派遣などにより、避

難訓練など地域の防災活動を一層促進してまい

ります。

次に、（２）災害対策本部等機能強化事業４

億１，０７６万１千円でございます。

本事業は、南海トラフ地震等大規模災害時に

おいて、災害対策本部等が効果的に機能し、応

急対策業務を迅速かつ的確に実施できるよう機

能強化を図るものです。

災害対策本部等を県庁舎本館６階に移転し、

本部会議室、総合調整室等を同一フロアに集約

するとともに、最新のＩＣＴ技術を用いたオペ

レーション機能の高度化を進めてまいります。

危機管理室関係につきまし河野危機管理室長

て、御説明申し上げます。
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資料の１５ページをお開きください。

まず、１の組織、事務分掌でございます。

職員数は、危機対策監を含めまして９名で、

主な事務といたしまして、国民保護対策や原子

力災害対策、大規模火災、事故等の危機管理事

案の対応を行っております。

次に、２の重点事業でございます。

まず、（１）災害対応支援システム構築事業

１億４，８１８万５千円でございます。

本事業は、災害時における正確な情報の収集

と共有を迅速に行うため、スマートフォン等を

有効活用して、現場から被害状況等を直接送信

し、関係機関で共有できる新たな災害対応シス

テムを構築するとともに、迅速に県民等へ避難

所情報等を分かりやすく提供できるよう、防災

アプリの開発を行うものです。

あわせて、罹災証明の発行等を迅速に行える

よう、全市町村共通の被災者台帳システムも構

築してまいります。

次に、（２）国民保護対策事業９４６万７千

円でございます。

ラグビーワールドカップ２０１９の大分開催

を見据え、公認キャンプ地に内定している別府

市での事案発生を想定した国との共同による国

民保護実動訓練を実施するものでございます。

また、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）

の新型受信機の導入を行い、情報伝達に要する

処理時間の短縮や伝達情報の充実を図ってまい

ります。

消防保安室関係につきまし大城消防保安室長

て、御説明申し上げます。

資料の１６ページをお開きください。

まず、１の組織、事務分掌でございます。

職員数は豊後大野市の県央飛行場に常駐して

おります防災航空隊を含めて１９名で、主な事

務といたしましては、消防に関する市町村相互

の連絡調整などを行うとともに、高圧ガスの保

安、火薬類の取締、石油コンビナートの防災に

関する業務を行っております。

地方機関は消防学校を所管しています。職員

数は８名で、県内の消防職員・消防団員・消防

関係者の教育訓練を行っております。

２の重点事業でございます。

まず、（１）消防学校教育力強化事業４，０

０３万９千円でございます。

大規模災害等に備え、最前線で活躍する消防

職員が安全・迅速・的確に救急救命活動や消火

活動を行えるよう、消防学校における教育力を

強化するものです。

消防学校で行う教育訓練内容を座学中心から

実技重視へ見直すとともに、蘇生訓練用シミュ

レータ人形や自動体外式除細動器などの訓練用

資機材の整備により、実践的訓練を拡充してい

くことで、即戦力となる救急隊員を育成してま

いります。

次に、（２）消防力強化推進事業５４３万９

千円でございます。

減少する消防団員の確保対策として、消防団

ＯＢを中心とした機能別消防団員や女性消防団

員の採用を支援するとともに、消防団活動に対

する理解の促進を図るため「おおいた消防団応

援の店」登録店舗の拡充・普及を行います。

このほか消防団ＰＲ事業として、今年度新た

に、消防団活動を県民の皆さまにより理解して

もらえるよう分かりやすい教材を作成、すでに

配置している地域消防アドバイザーや各市町村

と連携して出前講座等を開催することにより、

地域防災力の中核を担う消防団員の加入促進を

図ってまいります。

以上で、説明は終わりました。衛藤委員長

これより質疑に入ります。

質疑、御意見などはございませんか。

民泊ですけど、事業者の届出が始嶋副委員長

まっていると思いますが、現段階でどのような

状況でしょうか。

届出自体は、現時点小林食品・生活衛生課長

でまだゼロ件でございますが、問合せが毎日の

ようにありまして、５件から多いときは１０件、

ただ、同じ方がかけてきたりしていますので、

実質的な数の把握はしていないんですが、そん

な感じでございます。

いろいろ情報も収集しておられる嶋副委員長

と思いますが、県内で民泊事業を始めようとす

る事業者はどのくらいを見込んでいますか。
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いわゆる仲介業者の小林食品・生活衛生課長

関係の数を見ますと、３００ぐらいという数が

あるんですが、そこまで行くかどうか、ちょっ

と分からない状況です。

いずれにしても、県民の安心、安嶋副委員長

全のために違法民泊は根絶するということで徹

底をしていただきたいと思います。その上で、

この民泊を健全に推進していく、普及していく

には、やっぱり大分県下それぞれの地域の実情

に合わせた規制が必要だと私は思っています。

当面大分県は、区域あるいは期間については

条例を制定せずに規制をしないということです

が、全国ではかなりの自治体が条例を制定して

規制を強化している地域もあります。この全国

の流れをどう捉えておられますか。

今のところ、県内で小林食品・生活衛生課長

苦情を受けているのが１２件ということで、要

するに条例を制定するまでに満たすような条件

というのが今のところないような現状ですので、

今後、施行されて、実際立ち入るようなことが

あると思いますので、そういった中で、状況の

変化があれば、また検討していきたいと考えて

おります。

条例を制定することが法律の趣旨嶋副委員長

にそぐわないという意見もあるようですが、県

民の安心、安全のためには、場合によっては条

例制定も必要だということで、ぜひ頭の中に置

いていただけたらありがたいなと思っています。

時間がないので、１点だけ質問しま戸高委員

す。

危機管理の重点事業の災害対応支援システム

の構築事業なんですが、これはアプリと考えて

いいのか、アプリを開発して通常の携帯端末で

利用可能になるのか、それともほかの自治体が

やっているような端末型のカメラと防災無線と

か、いろいろセットになった、そういうシステ

ムを利用するのか、そこの部分だけ分かれば教

えていただければなと思います。

今のところ、アプリを開発河野危機管理室長

してやりたいと考えております。これは避難所

の検索等で活用するということで、実際の風景

を確認しながら、ＡＲカメラに表示させて、実

際に避難所はどこにあるのかといったところが

瞬時に分かる、そういったアプリを開発してい

くように考えております。

そうすると、どこか市町村がやって戸高委員

いるような、通信、災害時の通信が非常に困難

になるということから、通信と一体型になった

ような、システム構築という形ではないわけで

すね。画像の一斉送信とか、現場状況が一斉に

分かるということでしょうか。

実は詳細なところまで把握河野危機管理室長

しておりませんので、後ほど回答させていただ

きたいと思います。

もし、そのときにイメージ図が用意戸高委員

されているんであれば、それをいただければな

と思います。なければしようがないです。よろ

しくお願いします。

動物愛護の拠点施設ですが、先般、木田委員

大阪は新年度からプロの訓練士とかトリマーを

入れて、譲渡がスムーズに行くようにというこ

とが出ておりました。大分県は今後その辺をど

う扱うのかということ。また、殺処分ゼロの考

え方について、指針が示されていると思います

けれども、大分県として、病気やかみ付きとか、

いろいろな状況でゼロのカウントの仕方を定義

するという発表がありましたけれども、その辺

をどう捉えているのか、お願いします。

まず、１点目のトリ小林食品・生活衛生課長

マーさんとか訓練士の件です。正規の職員では

なくて民間の方に委託することも考えておりま

す。現状でも動物管理所でトリマーの方に、無

償でボランティアとしてやっていただいていま

すので、そういった形で進めていきたいと考え

ております。

２点目、殺処分ゼロの関係でございます。ゼ

ロに越したことはないんですけど、殺処分をゼ

ロにするということが目的になってしまうと、

いろんな弊害が起きているようなこともござい

ます。その点も考えながら、なるべくゼロに近

付ける。できたら入口といいますか、引取りと

か、そういったものをゼロに近付けるといった

方向で進めていければと考えております。

訓練士とかトリマーさんの関係では、木田委員
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大阪は寄附金をいただいて、その寄附金をその

うちの委託の費用に回していることもあるよう

です。雑になると何に使っていいか分からなく

なると思うので、そういう目的を持った寄附金

運用とか、多分そういうことは出てくると思う

んです。そういう寄附金の運用などもぜひ今後

検討していただければと思います。

要望でよろしいですか。（「はい、衛藤委員長

いいです」と言う者あり）

交通安全のことで、交通安全対策の玉田委員

企画調整に関することが生活環境企画課にある

んですが、大体どのレベルでの企画調整なんで

すか。この下の重点施策を見る限りでは、市町

村がやっている事業を啓発するとか、そういう

事業なのかなという思いがあるんですけれども。

交通安全対策というと、やっぱり県警本部とい

うイメージがあって。そして、免許返納に係る

ものについては地域交通とか、そちらの方との

連携も重要であるかなという思いもあるんです。

そこで、どのレベルでの調整なのかということ

を教えてもらえれば。

県と県警がそのメンバ藤本生活環境企画課長

ーになって、交通安全推進対策協議会を組織し

ておりまして、その中で年間の交通安全への取

組を定めて、それに向けて幹事会等を開きなが

ら、地域の交通安全運動の実施などを調整して

いる状況でございます。

今、高齢者が引き起こす交通事故が玉田委員

社会問題というか、報道をにぎわしていていま

す。それで先進自治体では被害者の救済制度を

作るとか、それから、そもそもそういう運転者

に対する保険を作ろうという、民間保険もそう

ですけれども、認知症の方が運転するケースと

か、高齢者の方が運転するケースに適用させて

いこうというのがあるんです。認知症というと

福祉保健部かなと思ったり、ただ交通安全の企

画調整全体からすると、今言った問題について

は生活環境部と切り分けていいのか、その辺は

どうなんでしょう。そういう制度についての議

論についてはどうなんでしょうか。

県庁内で福祉保健部、藤本生活環境企画課長

高齢者福祉課も入って、あと県警の交通企画課、

そして企画振興部の担当課も入って、庁内の連

絡会議もしながら、全国的な動き、そういった

ものを確認しながら進めている。窓口は生活環

境企画課が担っているという状況です。

ほかに質疑もないようですので、衛藤委員長

これをもちまして、平成３０年度行政組織及び

重点事業等を終わります。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

りましたので、これを許します。

まず、①の報告をお願いします。

資料の１７ページをお開き山本生活環境部長

ください。

今年度、生活環境部において策定・変更を行

う予定の計画等について、御説明させていただ

きます。

対象となる計画は三つあります。

一つ目の大分県再犯防止計画ですが、再犯の

防止等の推進に関する法律に基づき、新たに計

画策定を行う予定です。

二つ目の大分県地域防災計画ですが、九州北

部豪雨、台風第１８号災害等を踏まえた防災・

減災対策の推進等に伴う改定を予定しています。

三つ目は大分県新地震・津波対策アクション

プランですが、これまでの災害の教訓を踏まえ、

平成３１年度からの５か年間の計画として策定

を行う予定です。

今後、表右端にあるスケジュールに沿って進

めながら、適宜、その概要等を本委員会におい

て、委員の皆さまに報告させていただきます。

以上で、説明は終わりました。衛藤委員長

ただいまの報告について、質疑、御意見など

はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、②衛藤委員長

の報告をお願いします。

大分県犯罪森﨑県民生活・男女共同参画課長

被害者等支援推進指針の改訂について御説明い

たします。

資料の１８ページをお開きください。

本指針につきましては、平成３０年第１回定

例会の常任委員会の場で、改訂に向けての経過

を御説明いたしましたが、この度、本指針を改
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訂したため、御報告させていただきます。

今回の改訂の趣旨ですが、４月１日からの大

分県犯罪被害者等支援条例の施行にあわせ、支

援施策を着実に実行するとともに、国の第３次

犯罪被害者等基本計画の内容を反映するため、

平成２８年２月に策定した本指針を改訂するも

のです。

今回の改訂の主な点ですが、下線を引いた施

策、例えば、第１の（２）給付金制度の充実等

に関しては、県と市町村との連携による見舞金

制度の実施、第４の（１）相談及び情報提供の

充実強化に関しては、連携体制を構築するため、

支援に係る具体的課題等を検討する会議の開催

や中心的役割となる支援コーディネーターの設

置などを新たに指針に盛り込みました。

前回の報告の際は、改訂案に対するパブリッ

クコメントを募集中でありました。２月１４日

から３月１３日までの１か月間で、計６件の意

見の提出があり、その中には「条例の趣旨にか

なう、よく検討された優れた指針である」とか、

「二次的被害の防止、県と市町村との連携協力

を規定した条例の実効性を確保するものとして

有意義である」など、高い評価をいただきまし

た。一方で、「支援ノートの作成にあたっては

当事者である被害者等の意見を聴いてほしい」

とか、「支援に係る連携会議において弁護士の

参加を検討してほしい」など、施策の実施にあ

たっての要望もいただいたところです。

今後は、寄せられましたこれらの要望も踏ま

えながら、条例や本指針の規定に基づき、被害

者等に寄り添った支援施策を着実に実施してま

いります。

以上で説明は終わりました。衛藤委員長

ただいまの報告について、質疑、御意見など

はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、③衛藤委員長

の報告をお願いします。

本年、６月に開催予小林食品・生活衛生課長

定の第１３回食育推進全国大会について、御説

明します。

資料は別紙のちらしを御覧ください。

国では、毎年６月を食育月間と定め、全国で

様々な行事を開催し、食育について国民の理解

促進を図るとともに､関係者相互の連携を推進

することとしています。

その中でも、中核的行事にあたるものが、食

育推進全国大会であり、今回、農林水産省及び

大分県の共催で、６月２３日と２４日の２日間、

大分市のＪ：ＣＯＭホルトホール大分、ＪＲ大

分駅及びその周辺で開催されます。

健康寿命日本一を目指す本県としましては、

県食育推進条例の周知を図り、食育推進の起爆

剤とするとともに、食育の大切さを特に若者や

親子世代に情報発信することにより、食生活を

見直す契機にしたいと考えています。

内容については、学校関係者、医療・保健関

係者等６８団体からなる実行委員会を組織し、

幅広く意見を聴取しながら、大分県らしい手作

り感のある参加型・体験型中心の大会となるよ

う準備してまいりました。

具体的には、郷土料理や伝承料理の提供、蒸

し料理を体験するブース、福澤諭吉翁にちなん

だ食文化のシンポジウムなど、本県の多様な食

文化を、県民等にわかりやすく伝えようと考え

ています。

また、子どもや若い世代に興味を持って参加

してもらえるよう、子ども屋台や子牛のほ乳体

験、しいたけの駒打ち、高校生によるレストラ

ンや様々な料理教室なども計画しています。

今回、手作り感のある大会の準備をする中で、

様々な方の協力をいただき、食育のネットワー

クが着実に拡大しています。

このネットワークを大会のレガシーとして今

後の食育の推進に生かし、本県の食育をステッ

プアップさせていきたいと考えています。

以上で説明は終わりました。衛藤委員長

ただいまの報告について、質疑、御意見など

はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、④衛藤委員長

の報告をお願いします。

ひきこもり等に関安藤私学振興・青少年課長

する調査及び青少年のネット利用実態調査の結
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果について御説明します。

まず、ひきこもり等に関する調査の結果につ

いて御説明します。

資料の１９ページを御覧ください。

１の調査目的です。近年、ひきこもりやニー

トなど、社会生活を円滑に営む上で困難を抱え

る若者が増加しており、最近は、中高年のひき

こもりなど、ひきこもりの長期化・高齢化も問

題になっています。県では、青少年自立支援セ

ンターなどでひきこもりの方の相談支援を行っ

ていますが、今後の施策の展開を考える上で、

現状把握が必要であることから、民生委員・児

童委員を対象に今回の調査を実施したものです。

２のひきこもり等該当者ですが、概ね１５歳

以上の、（１）社会的参加ができない状態が６

か月以上続いていて、自宅にひきこもっている

方（２）社会的参加ができない状態であるが、

時々買物などで外出することがある方としてい

ます。

続いて６の調査結果ですが、（１）該当者の

人数は、６３７人となっています。

次のページを御覧ください。（２）の該当者

の性別は、男性が６８．０％、女性が２２．６

％となっており、男性が女性の３倍と高い比率

になっています。

（３）の該当者の年代別性別状況では、４０

歳代が最も多く、続いて３０歳代、６０歳代以

上となっています。

（４）のひきこもり期間については、１０年

以上が最も多く、４０．７％を占めています。

３年以上に及ぶ割合が８０．７％、５年以上に

及ぶ割合が６６．１％と、ひきこもりの長期化

の傾向が現れています。

（５）のひきこもりに至った経緯については、

「わからない」が２６４人と最も多く、今回、

調査に協力いただいた民生委員・児童委員によ

る把握の困難さを示していると考えられます。

経緯が分かるものでは、「本人の疾病・性格な

ど」、「就職したが失業した」、「家族や家庭

環境」の順に多くなっています。また、「不登

校」が経緯となっているものは６７人で、全体

の８．２％を占めています。

以上のとおり、調査からは、ひきこもりの長

期化・高齢化や状況把握が困難であることなど

の課題が見いだせますが、これらは、当課だけ

では対応が難しいことから、福祉保健部などの

関係部局と連携を図りながら、対策を検討して

まいりたいと考えています。

なお、詳細につきましては、別冊の調査結果

を御覧ください。

次に、平成２９年度の青少年のネット利用実

態調査の結果について、御説明します。

資料の２１ページを御覧ください。

本調査は、２の調査対象にありますように、

県内の児童生徒５千人とその保護者の計１万人

を対象に実施したものです。

次に、４の調査結果の概要ですが、次のペー

ジの（３）の青少年のネット利用時間を御覧く

ださい。平日の利用時間は１～２時間が最も多

く、平日に２時間以上利用するのは、小学生１

７．９％、中学生３２．８％、高校生２９．１

％という結果でした。

（５）の青少年のネット利用時のトラブルと

相談ですが、ネットで知り合った人とのやりと

りによるトラブルや迷惑メールが上位でした。

しかし「トラブルの経験はない」とする保護者

が子どもを１３．１ポイント上回っており、子

どもの約２割が「誰にも相談しなかった」と回

答しています。

（６）のフィルタリング利用状況等ですが、

５２．１％がフィルタリングを利用しています

が、前年より減少傾向にあります。

（７）の家庭でのルールですが、保護者の７

０％が「ルールあり」と回答していますが、一

方の子どもは「ルールあり」との回答が４９％

にとどまっており、保護者と子どもの差は２１

ポイントあります。

以上のとおり、調査からは、家庭でのルール

はあるものの、それが子どもによく伝わってい

ないことや、フィルタリングの利用状況が減少

傾向にあることなどの課題が見いだせます。

今回の調査結果を十分に検討・分析し、今後

のネット対策事業に生かしてまいりたいと考え

ています。
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なお、詳細につきましては、別冊の調査結果

を御覧ください。

以上で説明は終わりました。衛藤委員長

ただいまの報告について、質疑、御意見など

はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

ひきこもり等に関する調査なんで衛藤委員長

すけれども、年代別性別状況を拝見すると、６

０歳台以上というのが結構な数いらっしゃるん

ですけれども、これぐらいの年代になってくる

と、人によっては介護分野との連携なんかもま

た出てくると思うんです。具体的に福祉保健部

の関係と、また、このひきこもりの中に例えば

精神の障がいの方であったりとか、そういった

関係も出てくると思うんですけど、具体的に福

祉保健部とどういう連携を行っているのか、教

えていただけますでしょうか。

委員長が御指摘の安藤私学振興・青少年課長

とおり、ひきこもり、高齢になると福祉保健部

関係の要素となります。今回、ひきこもりにつ

いては、まずはワンストップで全般の窓口、相

談しやすい形ということで体制を作っておりま

す。このため、まずは当課で相談を受けて、そ

れから適切な専門機関につなぐ。それが、例え

ば高齢者であれば福祉関係、医療機関であれば

医療。それから、不登校等がひきこもりにつな

がるケースも多いことから、教育庁等とも連携

していかなければいけないと考えております。

そうしたことについて、今回この調査を集約

して、今後とも福祉保健部との会議等の中で、

この結果を説明して、今後、当部でも連携を図

っていきたいと考えております。

私は、昨年の委員会において最後衛藤委員長

に申し上げたんですけど、このひきこもりの関

係は、始まった当初は若い世代の方が多かった

んですけど、今、状況が大きく変わっているの

で。本来的には今の状況を考えると、やっぱり

福祉保健領域がかなり多いので、そちらは福祉

保健部が見るべきではないかというようにも考

えております。あくまで意見なんですけれども、

そういった点もこれから御考慮いただければと

要望としてお願いいたします。

ほかによろしいでしょうか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに質疑もないようですので、衛藤委員長

⑤の報告をお願いします。

大分県有識者会議につ渡辺防災対策企画課長

いて、御説明します。

別紙のカラー資料を御覧ください。

資料の１目的を御覧ください。昨年１２月に

国が中央構造線断層帯の長期評価を見直したこ

とに伴い、県への影響と対策について専門的見

地から意見をいただくことを目的としておりま

す。

次のページを御覧ください。この見直しのポ

イントですが、奈良県から愛媛県に至る活断層

帯である中央構造線断層帯に豊予海峡から由布

院の間が追加されました。

一方で地震発生確率のランクについては、最

も低い「Ｚ」ランクに位置付けられたところで

あり、この点を有識者に専門的見地から御意見

を伺うこととしております。

前のページにお戻りください。

資料の２委員にあるとおり、京都大学名誉教

授の竹村会長、大分大学減災・復興デザイン教

育研究センター次長の小林副会長など、地球物

理学、地質学、都市計画、都市防災等の様々な

知見から、委員として御意見をいただくことと

しております。

３スケジュールを御覧ください。

本年、２月２２日に大分県有識者会議を設置

し、４月１９日に第１回の会議を開催いたしま

した。

会議では、最新の知見に基づき、被害想定の

再調査が必要であるとの意見をいただいたとこ

ろです。

会議は年度内に全体で５回程度の会議を開催

し、提言をいただく予定です。

以上で説明は終わりました。衛藤委員長

ただいまの報告について、質疑、御意見など

はございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、こ衛藤委員長

れで諸般の報告を終わります。
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この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようでありますので、こ衛藤委員長

れをもって生活環境部関係を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔生活環境部退室、病院局入室〕

これより、病院局関係の説明に入衛藤委員長

ります。

説明に入る前に、本日は初めての委員会でも

ありますので、まず、私から御挨拶を申し上げ

ます。

〔委員長挨拶〕

では、委員の皆さんの自己紹介を衛藤委員長

お願いします。

〔委員の自己紹介〕

次に、事務局職員を紹介します。衛藤委員長

議事課の長尾君です。（起立挨拶）

政策調査課の佐藤君です。（起立挨拶）

続きまして、執行部の自己紹介を衛藤委員長

お願いします。

〔田代病院局長挨拶〕

〔幹部職員自己紹介〕

それでは、病院局関係の平成３０衛藤委員長

年度の行政組織及び重点事業等について、執行

部の説明を求めます。

本日、御廣瀬病院局次長兼県立病院事務局長

説明いたしますのは、平成３０年度病院局の組

織と平成３０年度大分県病院事業会計予算でご

ざいます。

説明は、本日お配りしているＡ４横の福祉保

健生活環境委員会資料で御説明させていただき

ます。

平成３０年度組織委員会資料の１ページをお

開き願います。

大分県病院局の組織について、御説明いたし

ます。

診療科部門は循環器内科部をはじめとする２

６科部、放射線科部などからの中央診療部門、

薬剤部などの医療技術部門、看護部、事務局、

管理室等、がんセンター、総合周産期母子医療

センター、循環器センターとなっております。

また、資料の下部の※印で記載しております

が、平成３２年度の県立病院精神医療センター

（仮称）の開設に必要な人員４３人の定員増を

先月の議会において大分県職員定数条例の改正

の議決をいただいたところでございます。

今年度から順次、必要な人員の採用及び研修

を行ってまいります。

平成３０年度大分県病院事業会計予算資料の

２ページをお願いします。

平成３０年度大分県病院事業会計予算につい

て御説明いたします。

１の平成３０年度一般会計負担金の内容です

が、この負担金は、地方公営企業法に基づき、

県立病院が行うがん治療や救命救急など、高度

・専門、特殊医療等の不採算部門の運営や、施

設・設備の整備に充当した企業債の償還に必要

な経費などについて、一般会計から支出される

ものでございます。

３０年度予算額は左から三つ目の太枠の囲み

にありますように、１１億２，３４１万８千円

となり、２９年度と比べ、３，３１０万３千円

の減額でございます。

増減要因としましては、右側の備考欄にある

とおり、過去の施設設備整備に充当した企業債

償還利子などの減に伴うものなどでございます。

次に平成２９年度予算と平成３０年度予算と

の比較について御説明します。

上段の３０年度の収益的収支予算は中ほどの

太枠の囲みにあるように、収益が１６５億７０

０万円、費用が１６１億７，６００万円を計上

しておりまして、単年度損益は３億３，１００

万円の黒字の予定となっております。

下段の資本的収支予算については、収入１９

億１，４００万円に対して、支出は２８億１，

７００万円を計上しております。

資料の３ページを御覧ください。

３０年度予算の内容について御説明します。

まず１の収益的収入及び支出のうち、（１）

病院事業収益です。

表の項欄にあります、医業収益、医業外収益、

右側の表の下の特別利益で構成しています。
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左側の表の医業収益は、入院収益、外来収益

など、１５３億８，４１８万４千円を計上して

おります。

横の説明欄にありますとおり、入院延べ患者

数は１５万６，４９４人、単価は６万７，００

３円。外来延べ患者数は２１万２５０人、単価

は２万２，４１８円を見込んでおります。

次に、その下の医業外収益として国、一般会

計からの補助金や右の表の一般会計からの病院

事業に対する負担金などの負担金交付金などに

より、右側の表の小計の欄にありますように、

１１億３０９万１千円を計上しております。

これに特別利益を加え、病院事業収益は右側

の表の一番下の合計の欄にございますように、

１６５億７１２万２千円となっております。

次に４ページを御覧ください。

（２）病院事業費用です。医業費用、医業外費

用、特別損失で構成されています。

左側の表の医業費用は、職員の給与費、薬品

費等の材料費や光熱水費等の経費、減価償却費

などで、右側の表の上段の小計、１６０億５，

９９３万２千円を計上しております。

また、その下の医業外費用は、支払利息及び

企業債取扱諸費などで、小計の欄にございます

ように、１億１，３８１万７千円を計上してお

ります。

これに特別損失を加え、病院事業費用は右側

の表の一番下、１６１億７，５７４万９千円を

計上しております。

最後に５ページをお開きください。

２の資本的収入及び支出でございます。

まず、（１）の資本的収入としては、左の表

になりますが、項の欄にありますように、企業

債、負担金、補助金で構成され、合計は表の一

番下にございます１９億１，４４５万６千円と

なっております。

右の表（２）資本的支出として、建設改良費、

企業債償還金、他会計からの借入金償還金で構

成され、表の一番下にございます２８億１，７

４２万円となっております。

特に建設改良費のうち、改築事業費で、大規

模改修工事に係る知事部局土木建築部への負担

金や監理委託費、精神医療センター整備費など、

合計１３億４，１３８万円を計上しております。

なお、左下の※印で記載をしておりますが、

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する

額は、これまでどおり過年度分損益勘定留保資

金などの内部留保資金で補塡することとしてお

ります。

以上で、説明は終わりました。衛藤委員長

これより質疑に入ります。

質疑、御意見などはございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、こ衛藤委員長

れをもちまして、平成３０年度の行政組織及び

重点事業等を終わります。

次に、執行部より報告をしたい旨の申出があ

りましたので、これを許します。

それでは、諸般の報告財前会計管理課長

（１）の県立病院精神医療センター（仮称）の

整備について、御説明させていただきます。

資料の６ページを御覧ください。

この事業は、精神科の急性期患者に対し、夜

間・休日を中心に受け入れて、短期・集中的治

療を実施するとともに、重篤な身体合併症患者

に対し専門的医療を提供するため、県立病院に

精神医療センター（仮称）を整備するものでご

ざいます。

まず、２の施設概要でございますが、鉄筋コ

ンクリート造２階建、１階には外来、２階には

病棟を配置し、延床面積２，９９４平方メート

ルのセンターを計画しています。

なお、病床数は３６床、全体事業費は、医療

機器等の整備を含みまして、約２３億円を見込

んでいるところでございます。

次に３の建設スケジュール（予定）でござい

ます。表のとおり昨年度は、実施設計及び用地

取得・造成工事まで完了いたしました。

今年度は、排水処理施設新築他工事を行うほ

か、センターの本体工事及び外構工事を今年１

０月から着工し、３１年度末の竣工を予定して

います。工事は土木建築部施設整備課へ委託し

ており、入札公告は６月、契約議案の提出は平

成３０年第３回定例県議会を予定しています。
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３２年度中のセンター開設に向け、スタッフ

・運営体制の整備に本格的に着手するなど、今

後、開設準備を着実に進めてまいります。

引き続きまして、諸般の報告②の大規模改修

工事の進捗状況等について、御説明させていた

だきます。

資料の７ページを御覧ください。

県立病院では、１の改修計画のとおり、設備

等の老朽化により、平成２７年度から大規模改

修工事を実施しております。

その下、２の改修スケジュール（予定）です

が、現在、１期工事の最終段階を迎え、２期工

事に着手したところです。２期工事については、

３２年度９月の竣工を予定しております。

左側に記載した一期工事に係る現契約額は、

１５億８，７６０万円でございますが、最終的

に１，８２０万３千円の増額を見込んでおりま

す。増額分は、病棟の一般個室５室を空気清浄

度を保持するために高性能（ＨＥＰＡ）フィル

ター付きエアコン等を配備した無菌治療室へ変

更するものでございます。なお、無菌治療室で

は、白血病等の患者を受け入れております。

左下の建物図に、１期工事の改修エリアをマ

ル番号で表示していますが、黄色でマーカーし

た⑩の外壁及び⑪の４階西病棟を現在、改修中

であり、外壁は４月まで、また、４階西病棟は

６月までの完了を予定しております。

次に２期工事は、右側に記載していますが、

エレベーター改修及び監理委託については、今

年度に本体工事と別に発注する予定でございま

す。

右下の建物図ですが、今年度は①～④の９階

から６階までの東病棟、⑤の２階検査室、中央

材料室及び外来、⑥のエレベーターについて、

順次施工していくスケジュールとなっています。

病院運営を行いながら、また長期間の改修で

あることから、利用者や経営への影響を最小限

とするとともに、引き続き工事の安全確保と円

滑な施工を図ってまいります。

以上で、説明は終わりました。衛藤委員長

ただいまの二つの報告について、質疑、御意

見などはございませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に質疑もないようですので、こ衛藤委員長

れで諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようでありますので、こ衛藤委員長

れをもって病院局関係を終わります。

執行部はお疲れさまでした。

〔委員外議員、病院局退室〕

次に、県内所管事務調査及び県外衛藤委員長

所管事務調査についてですが、事務局に一括し

て説明させます。

〔事務局説明〕

まず、県内調査についてですが、衛藤委員長

この案で決定してよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

それでは、この行程で実施するこ衛藤委員長

ととします。

欠席や別行動となる場合は、その都度、早め

に事務局に連絡してください。

また、今後、調整が必要な場合は、私に御一

任いただきたいと思います。

次に、県外調査の日程などについて、御協議

願いたしたいと思います。

日程や調査地は、いかがいたしましょうか。

〔協議〕

それでは、県外所管事務調査につ衛藤委員長

きましては、８月２０日から３日間の日程で実

施することとし、ただいま、御検討いただきま

した趣旨に沿いまして事務局に実施案を作成さ

せます。

なお、細部については、私に御一任願います。

以上で予定されている案件は終わりました。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これをも衛藤委員長

ちまして、委員会を終わります。

お疲れさまでした。


